
土　地　賃　貸　借　契　約　書

貸主　○○○○○○○○○○○○○○（以下甲という）と
借主　○○○○○○○○○○○○○○（以下甲という）とは

甲の所有に係る下記記載の土地（以下本件土地という）に関し次のとおり賃貸借契約を
締結した。

[土地の表示]
所　在　地　　　　　　　○○○
賃貸借総面積　○○○㎡

第１条（目　的）　甲は乙に対し平成○○年○○月○○日本件土地を乙の建物所有を
　目的として賃貸し、乙はこれを賃借する。
　　甲及び乙は、本件土地賃貸借が○○○○の用に供する建物所有を目的とするもので
、乙の賃借権が借地借家法第２４条に定める事業用借地権に当たることを承認した。
　　乙が前二項によって本件土地上に所在する乙所有の建物（以下本件建物という）は
　下記のとおりである。

[建物の表示]
所　在　地　　　　○○○
家 屋 番 号　　　 ○○○○○
構　    造　　　  ○○○
床  面  積　　　　１階○○○㎡　２階○○○㎡

第２条（賃貸借期間）　賃貸借期間は平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月
　○○日までの○○年とする。ただし甲乙が期間満了６ヵ月前に合意したときは、この
　契約を引き続き○年延長するものとし、この場合本契約書をもって有効とする。

第3条（賃　料）　賃料は1平方メートルあたり○○円とし、賃貸借に係る登記簿
　上の面積を乗じて算出した金額（１００円単位を切り上げ）総計○○○○○○円也を
　月額賃料として、乙は毎月末日までに翌月分を甲又は甲の指定する場所へ持参して
　支払う。明渡しの際当月分の賃料は15日を境とし、以前のときは半月分、以後の
　ときは１ヵ月分の賃料とする。



第4条(敷　金)　この契約締結と同時に乙は甲に敷金として、金○○○○○○円也を
　預託した。右敷金は預託期間中は無利子とし、本件土地明渡しのときこの賃貸借に
　関する一切の債務を精算したのち、直ちに甲から乙に返還されるものする。
　　なお、敷金をもって賃料の支払いに代えることはできない。ただし、第15条に
　記した行為を行う場合は甲は敷金を未払賃料に代えることができる。

第5条(賃料の変更)　この契約の賃料は物価の変動、公租公課の増税、地代の変更
　或いは近隣の賃料との不均衡が生じた場合、甲乙双方の合意の上、甲は乙に対して
　賃料の増額を要求することができる。

第6条(公租公課)　本件土地に課せられる公租公課その他これに準ずる費用は、すべて
　甲の負担とする。

第7条(費用負担の帰属)　本件土地使用に要する電気、ガス、水道、町内会費、除雪費
　等は乙の負担とする。

第８条（譲渡・転貸の制限）　乙は本件土地の全部又は一部を第三者に居住又は
　使用させ、もしくは賃貸権を譲渡するときは、あらかじめ甲の書面による承諾を
　得なけらばならない。

第9条（使用の注意義務）　乙は善良な管理者として本件土地内で危険もしくは
　近隣に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第10条(賠償責任)　乙の故意又は過失によって本物件を滅失、毀損したときは、一切
　乙においてその責を負うものとする。

第11条（増改築）　乙は本物件上に築造している本件建物の大規模な増築及び改築を
　行なおうとするときは甲からあらかじめ書面による承諾を得るものとし、本件土地の
　使用目的に反する行為をしてはならない。

第12条（原状回復）　乙が本件土地の明渡しを行う場合、前条により現状変更を
　行ったときは、甲の選択により原状に復するか或いは現状のまま返還するものとする。
　原状に復するときの費用は乙が負担する。



第13条（失　効）　天災、地変により本件土地が滅失し或いは使用に耐えなくなった
　とき、この契約は自然に効力を失う。この場合甲は預託された敷金を乙に返還する
　ものとする。但し、乙の責に帰すべき事由の場合はこの限りではない。

第14条（確認事項）　甲及び乙は、本件土地賃貸借については、契約の更新（更新
　請求及び土地の継続によるものを含む。）及び建物の築造による存続期間の延長
　並びに借地権者の建物買取請求権に関する借地借家法の条項が適用されないことを
　確認した。

第15条（契約の解除）　下記の場合、甲は賃貸借契約期間内にかかわらず何らかの
　催告を要せず、この契約を解除することができる
①乙が契約条項に違背し著しく信義に反する行為があったとき。
②賃料の支払いを３ヶ月以上遅延したとき。
　なお本契約解除の際乙は本件土地を完全に明渡し甲に移転料等の請求を行わないもの
　とする。

第16条（保　証）　保証人はこの契約に基づく乙の債務につき連帯して履行の責を
　負うものとする。

第17条（管轄裁判所）　この契約に関し訴訟を提起するときは甲の住所を管轄する
　裁判所をもって第一審管轄裁判所とすることを合意した。

第18条（疑　義）　この契約に定めない事項及びこの契約に関して疑義が生じた
　際には、甲乙誠意をもって協議解決を図るものとする。

上記契約の証として本契約書２通を作成し記名押印のうえ各自１通を保有する。

平成○○年○○月○○日

売　主　　住　所
　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

買　主　　住　所
　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　�


